
平成１７年１１月２９日
経 済 産 業 省

松下電器産業（株）に対する消費生活用製品安全法第８２条に基づく

緊急命令について

経済産業省は、松下電器産業（株）が昭和６０年～平成４年に製造した温風暖房

機から一酸化炭素が漏洩する可能性があることから、同社に対し、消費生活用製品

安全法第８２条の規定に基づき、該当する製品について、回収又は点検及び改修、

危険性の周知等必要な措置をとるよう緊急命令を発動しました。

１．背景

松下電器産業（株）製の温風暖房機から漏洩した一酸化炭素による中毒事故が、本年

１月、２月、４月に合計３件発生しました（うち１件は１名死亡 。これを踏まえ、当）

省の指導の下、同社は４月２１日に社告を行いリコールを開始しており、１１月２４日

時点での措置済み台数は、５５，４９９台（対象製品の販売台数１５２，１３２台比：

３６％）となっています。

しかしながら、１１月２１日に４件目の事故（１名が死亡）が発生しました。これら

一連の事故は給気用エアホースに入った亀裂から一酸化炭素が漏洩したことで発生した

可能性が高いとみられます。当省は、同様の事故が再発する可能性が高いと考え、同社

に対して、消費生活用製品安全法第８２条の規定に基づき、該当する製品について、回

収又は点検及び改修、危険性の周知等必要な措置をとるべき旨の緊急命令を、平成１７

年１１月２９日付けで発動しました。

２．対応の内容

（１）緊急命令（消費生活用製品安全法第８２条）の発動

①緊急命令の対象製品

（ⅰ）昭和60年～平成３年製造 ＦＦ式石油温風機

型番：ＯＫ－２５２５、ＯＫ－２５２６、ＯＫ－２５３５、ＯＫ－２５３６、Ｏ

Ｋ－３５２５、ＯＫ－３５２６、ＯＫ－３５２７、ＯＫ－３５３５、ＯＫ－３５

、 、 、 、 、３６ ＯＫ－３５３７ ＯＫ－４０２０ ＯＫ－４０３０ ＯＫ－２５２６ＨＡ

ＯＫ－３５２７ＨＡ、ＯＫ－４０２０ＨＡ

（ⅱ）平成３年～平成４年製造 ＦＦ式石油温風機

型番：ＯＫ－３０２Ｂ、ＯＫ－３０３Ｂ、ＯＫ－４０２Ｂ、ＯＫ－４０３Ｂ

（ⅲ）平成元年～平成３年製造 石油フラットラジアントヒーター

型番：ＯＫ－Ｒ５００Ｆ、ＯＫ－Ｒ５０１Ｆ、ＯＫ－Ｖ５０１Ｆ、ＯＫ－Ｕ５０

１ＡＦ、ＯＫ－Ｒ８００Ｃ、ＯＫ－Ｒ８００ＡＣ



②緊急命令の内容

(ⅰ)製品の回収又は点検及び改修

対象製品であって、本年４月以降所要の改修及び点検を行っていないものにつ

いて、速やかにイ又はロのいずれかの措置を採ること。

イ．当該製品の回収を行うこと。

ロ．当該製品のエアホースを交換するとともに、当該製品によって危険なレベル

の一酸化炭素が室内に漏れることがないよう点検を行い、必要な改修を行う

こと。

(ⅱ)注意喚起

以下により、対象製品を使用する者に対する注意喚起を行うこと。

イ．松下電器産業（株）が採る措置の内容を示すと共に、エアホースの交換又は

点検及び改修をしていない当該製品を使用することが危険である旨の告知を

行うこと。

ロ．４月以降松下電器産業（株）が行った注意喚起にもかかわらず、十分な周知

、 、 、 、がなされていない状況にかんがみ 注意喚起の表現 頻度 媒体等を見直し

より有効と考えられる方法により、これを行うこと。

(ⅲ)措置状況の報告

上記(ⅰ)(ⅱ)に関して松下電器産業（株）が採る具体的な措置の実施状況及び

その後の実施計画を平成１７年１２月６日までに報告すること。また、同計画

の実施状況について今後１年間、毎月報告すること。

（２）経済産業省からの周知

事故の再発防止に資するため、当省としても以下のとおり周知を図る。

①当省におけるプレス発表及びホームページによるユーザーへの注意喚起。

②経済産業局、都道府県、国の関係機関等を通じた注意喚起。

③松下電器産業（株）による回収又は点検及び改修、注意喚起が円滑に進むよう関

係団体等に対する協力の依頼。

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課

担当者： 桃井、角井 電話： （直通）03-3501-4707

参考

消費生活用製品安全法（昭和四十八年六月六日法律第三十一号）

第８２条（緊急命令）

主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大

な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を

防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定める場合を除き、必要な限度

において、その製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る

その製品の回収を図ることその他その製品による一般消費者の生命又は身体に対する

重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることが

できる。



〈別紙１〉

松下電器産業（株）の温風暖房機による一酸化炭素中毒事故の概要

１．平成１７年１月５日、福島県南会津郡伊南村のペンションで発生。

（ ） 、温風暖房機 ナショナルＦＦ温風機ＯＫ－３５２７ から漏れた一酸化炭素により

１名が死亡、１名が重体で現在も入院中。事故原因については福島県警において調

査中。

２．平成１７年２月２３日、長野県茅野市の個人宅で発生。

２名が一酸化炭素中毒になり、うち１名が８日間入院。温風暖房機（ナショナルＦ

Ｆ温風機ＯＫ－３５２７）の給気用エアホースの亀裂から一酸化炭素が漏れたこと

による事故。

３．平成１７年４月１３日、長野県長野市の美容院で発生。

３名が一酸化炭素中毒になり、うち２名が１日検査入院。温風暖房機（ナショナル

ＦＦ温風機ＯＫ－３５２７）の給気用エアホースの亀裂から一酸化炭素が漏れたこ

とによる事故。

４．平成１７年１１月２１日、長野県上田市の個人宅で発生。

一酸化炭素中毒により１名が死亡、１名が重体。温風暖房機（ナショナルＦＦ温風

機ＯＫ－３５３７）が使用されていた形跡があった。また、給気用エアホースに亀

裂が入っており、一酸化炭素が漏洩していたと考えられる。事故原因については長

野県警において調査中。






